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経営健全化計画書 

 

坂 出 市 

坂出港港湾整備事業特別会計 

 

第１ 資金不足比率が経営健全化基準以上となった要因の分析 

 

 坂出港港湾整備事業特別会計は，昭和３９年度に設置し，港湾機能施設整備事業（上

屋および埠頭用地の整備・貸付事業）と臨海部土地造成事業（土地造成による用地売

却事業）との２つの事業を含有し経営をおこなってきた。 

 

（資金の運用） 

 特別会計を設置した昭和３９年度から昭和４９年度までは単年度決算では黒字であ

ったことから，昭和４０年度から昭和４８年度までの間に一般会計へ合計６億６,５２

０万円の繰出しを行っている。これにより実質収支が低下しており，後年度の公債費

償還に備えていなかったため，その後の資金不足額の増大を招いた。 

 

（港湾機能施設整備事業） 

 支出においては，特に昭和５３年度から平成３年度に林田地区，松ヶ浦地区，阿河

浜地区の埠頭整備により建設事業費が増大しており，当時は８％を超える高金利水準

であったことから地方債および一時借入金の利息で年平均約４,２００万円を要して

おり，この１４年間だけで４億９,５５２万円の資金不足が発生している。 

 一方，収入については，上屋使用料のみを特別会計で収入していたため，資金不足

額の増大を招いた。本事業の収益の改善を図るため，昭和６０年度から埠頭用地建設

費に係る地方債の元利償還を一般会計で支払うこととし，昭和６１年度からは埠頭用

地使用料を，平成４年度からは野積場使用料を，一般会計から本事業の収入へ組み替

えたが，大幅な資金不足解消とはならなかった。 

 平成２０年度末での実質収支は２億１,５２０万円の赤字である。 

 

（臨海部土地造成事業） 

 未売却地５６,９００㎡のうち７１.７％にあたる４０,８２０㎡が与島地区であり，

地場産業であった採石業の衰退や，バブル経済の崩壊によりリゾート地としての土地

需用がなくなり，売却の目処はたっていない。与島地区を除くと売却予定地の９６.

６％の土地が売却済みであることから，与島地区の売却予定地の事業費約８億７,４７

８万円（建設利息等を含む）が，当事業の経営悪化の主要因である。 
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 また，地価の下落や一時借入金の金利負担の増大により，未売却地の売却収入だけ

では資金不足を解消できなくなっている。 

 平成２０年度末の実質収支は１０億５６１万円の赤字である。 

 

（資金不足解消の取り組み） 

 本特別会計の資金不足の解消を図るため， 

・埠頭用地の建設費として借入れた地方債元利償還金を一般会計で肩代わり。 

・埠頭用地使用料，野積場使用料を当特別会計の収入に組み替え。 

・一時借入，資金運用について，低利で調達し一時借入利息の負担を抑える。 

・一般会計からの繰入金（赤字補填）を行う。(平成２０年度５,０００万円) 

以上の対策を行ってきたが，資金不足の解消には至っていないのが現状である。 

 

 港湾機能施設整備事業・臨海部土地造成事業を合わせた坂出港港湾整備事業特別会

計の平成２０年度末の実質収支は１２億２,０８１万円の赤字である。 

 

第２ 計画期間 

 

 平成２１年度から平成２４年度まで  （４年間） 

 

第３ 経営の早期健全化の基本方針 

 

(1) 臨海部土地造成事業の廃止 

(2) 他会計からの繰入による累積赤字の解消 

(3) 借入金の利息負担の軽減 

(4) 使用率向上のためのポートセールスの実施 

 

第４ 資金不足比率を経営健全化基準未満とするための方策 

 

(1) 臨海部土地造成事業の廃止 

 臨海部土地造成事業は，港湾整備事業特別会計から分離し第三セクター等改革推

進債の活用により累積赤字を解消し，同事業を廃止する。 

 

(2) 他会計からの繰入による累積赤字の解消 

 平成２４年度まで，一般会計から坂出港港湾整備特別会計に繰り入れをおこなう

ことで，累積赤字の早期解消を図る。 

 現在借入れている地方債の償還は，引き続き一般会計で償還をおこなう。 
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(3) 借入金の利息負担の軽減 

 本事業の支出は，一時借入金利息が大半を占めていることから，累積赤字に係る

一時借入金利息の負担を軽減するため，より利率の低い金融機関からの借入や，他

会計あるいは基金からの資金運用をおこなう。 

 

(4) 使用率向上のためのポートセールスの実施 

 港の利用率の向上による使用料収入の増をはかるため，坂出港の広報活動に努め

る。 

 

第５ 各年度ごとの第４の方策に係る収入及び支出に関する計画 

 

(1) 平成２１年度 

【収入】一般会計からの繰入       ５０,０００千円 

 

【支出】一時借入金利息の軽減     約１４,７２０千円 

  

(2) 平成２２年度 

【収入】一般会計からの繰入       ３１,０００千円 

 

【支出】一時借入金利息の軽減      約１,５７６千円 

 

(3) 平成２３年度 

【収入】一般会計からの繰入       ３１,０００千円 

 

【支出】一時借入金利息の軽減      約１,０６５千円 

 

(4) 平成２４年度 

【収入】一般会計からの繰入       ３３,７２２千円 

 

【支出】一時借入金利息の軽減       約 ５４９千円 
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第６ 年度ごとの資金不足比率の見通し 

 

年度 

 

資金不足比率 

計画初年度 

の前年度 

平成 21年度 

(初年度) 

平成 22年度 

(第 2年度) 

平成 23年度 

(第 3年度) 

平成 24年度 

(第 4年度) 

資金不足比率 4,375.0% 623.6% 405.1% 208.9% － 

 

 

第７ その他経営の健全化に必要な事項 

 

 坂出港港湾整備事業特別会計のうち臨海部土地造成事業については，地価の下落に

より保有資産価値が低下し債務超過となっていること，残る保有地についても売却の

可能性が低いことから，臨海部土地造成事業を本特別会計から分離し，第三セクター

等改革推進債を活用し，臨海部土地造成事業を廃止する。 

 

 港湾機能施設整備事業については，本経営健全化計画に基づいて，経営の健全化を

図る。なお，平成２４，２５年度に坂出港西埠頭地区での野積場の整備を予定してい

るが，整備資金としての地方債の発行にあたっては坂出港港湾整備事業特別会計にと

って過度の負担とならないよう十分に配慮するものとする。 

 



事業名 港湾整備事業特別会計（法非適用） （単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 初年度 第２年度 第３年度 第４年度
区 分 H19年度(決算) H20年度(決算) Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度
１ (A) 27,069 76,530 1,213,386 55,473 55,473 58,195

(1) (B) 27,069 26,530 148,386 24,473 24,473 24,473

ア 0 0 123,858 0 0 0

イ (C) 0 0 0 0 0 0

ウ 27,069 26,530 24,528 24,473 24,473 24,473

(2) 0 50,000 1,065,000 31,000 31,000 33,722

ア 0 50,000 50,000 31,000 31,000 33,722

イ 0 0 1,015,000 0 0 0

２ (D) 7,112 7,216 139,250 7,943 7,461 7,061

(1) 783 1,529 5,896 6,100 6,100 6,100

ア 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

イ 783 1,529 5,896 6,100 6,100 6,100

(2) 6,329 5,687 133,354 1,843 1,361 961

ア 5,282 5,306 8,000 1,500 1,000 600

5,282 5,306 8,000 1,500 1,000 600

イ 1,047 381 125,354 343 361 361

３ (E) 19,957 69,314 1,074,136 47,530 48,012 51,134

１ (F) 0 0 0 0 0 50,000

(1) 0 0 0 0 0 50,000

0 0 0 0 0 50,000

0 0 0 0 0 0

(2) 0 0 0 0 0 0

(3) 0 0 0 0 0 0

(4) 0 0 0 0 0 0

(5) 0 0 0 0 0 0

(6) 0 0 0 0 0 0

(7) 0 0 0 0 0 0

２ (G) 0 0 0 0 0 50,000

(1) 0 0 0 0 0 50,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

(2) (H) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

経　営　健　全　化　収　支　計　画

地 方 債 償 還 金
建設改良費に係る地方債償還金

建設改良費に係る地方債

元 利 金 債 等

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資 本 的 支 出

総 費 用

営 業 費 用

資 本 的 収 入

営 業 外 費 用

そ の 他

支 払 利 息

職 員 給 与 費

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

総 収 益

そ の 他

そ の 他

他 会 計 繰 入 金

土 地 等 売 却 収 入

営 業 収 益

受 託 工 事 収 益

う ち 退 職 手 当

元 利 金 債 等 償 還 金

収
　
益
　
的
　
収
　
支

資
　
本
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

資
本
的
収
入

資
本
的
支
出

う ち 一 時 借 入 金 利 息

土 地 買 収 費 ・ 補 償 費

造 成 費

職 員 給 与 費

そ の 他

他 会 計 補 助 金

地 方 債

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

建 設 改 良 費



事業名 港湾整備事業特別会計（法非適用） （単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度 初年度 第２年度 第３年度 第４年度
区 分 H19年度(決算) H20年度(決算) Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

経　営　健　全　化　収　支　計　画

(3) 0 0 0 0 0 0

(4) 0 0 0 0 0 0

(5) 0 0 0 0 0 0

３ (I) 0 0 0 0 0 0

(J) 19,957 69,314 1,074,136 47,530 48,012 51,134

(K) 0 0 0 0 0 0

(L) 0 0 0 0 0 0

(M) 1,310,083 1,290,126 1,220,812 146,676 99,146 51,134

(N) △ 1,290,126 △ 1,220,812 △ 146,676 △ 99,146 △ 51,134 0

(O) 0 0 0 0 0 0

(P)

(Q) △ 1,290,126 △ 1,220,812 △ 146,676 △ 99,146 △ 51,134 0

(S) 27,069 26,530 148,386 24,473 24,473 24,473

4766.1% 4601.6% 98.8% 405.1% 208.9% 0.0%

(T) 1,217,906 1,159,483 146,676 99,146 51,134 0

(U) 0 0 0 0 0 0

(V) 72,220 61,329 0 0 0 0

(W) 0 0 0 0 0 0

(X) 27,066 26,502 23,521 24,473 24,473 24,473

T/X×100 4499.8% 4375.0% 623.6% 405.1% 208.9% 0.0%

(Y) 0 0 0 0 0 0

(Z) 0 0 0 0 0 50,000

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

△ 4,766

381

1,290,126

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 比 率

((R)/(S)×100)

）

）

収益的収支比率（

収支差引

形 式 収 支

営業収益－受託工事収益(B)-(C)

(Q)
(B)-(C)
(A)

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

(J)-(K)+(L)-(M)

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

収 支 再 差 引 (E)+(I)

0

赤 字

(F)-(G)

積 立 金

△ 4,602 △ 99 △ 405 △ 209

8241,061 871 698 744

赤 字 比 率 （

(D)+(H)

×100

実 質 収 支

(N)-(O)

黒 字

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
支
出

地方財政法施行令第20条第１項に
よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額

(R) 1,220,812 146,676 99,146 51,134 0

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第３条第１項第４号ニ
に 規 定 す る 土 地 収 入 見 込 額

健全化法施行規則第９条第４号Ｃ
により算定した未売出土地収入見込額

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

×100
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